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1. はじめに 

1.1. このマニュアルについて 

・本書は特定接種について事業者の登録申請を⾏うための特定接種管理システム管理者⽤操作マニュアルです。 

 

■マニュアル作成環境 

本マニュアルの説明は、特に記述がない限り、以下の環境を使⽤して記述しております。 

 

OS Windows 8.1 

Web ブラウザー Google Chrome 60.0 

  ※本マニュアルで掲載している画⾯表⽰は、お使いの Web ブラウザーによって異なります。 

 

1.2. 本システムにおける業務概要 

 本システムを運⽤するにあたり、業務概要をご説明いたします。 

1.2.1. 業務概要（登録） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳細説明】 

 ①厚⽣労働⼤⾂ならびに関係府省庁等より、ホームページ等を通じて特定接種管理システムへの登録申請要件などを 

公⽰します。 

 ②対象事業者（申請者）が各⾃インターネット回線を通じ、Web で必要事項を登録申請します。 

 ③対象事業者から登録申請があった旨が、関係府省庁等（業種によって地⽅公共団体を含む。）にメールで通知されます。 

 ④関係府省庁等（本マニュアルにおける管理者）は特定接種管理システムへログインし、 

登録申請された事業者の申請内容を確認し、その結果を⼊⼒します。 
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 ⑤関係府省庁等（管理者）は、厚⽣労働⼤⾂へ確認した旨を通知します。 

 ⑥厚⽣労働⼤⾂は、対象事業者へ登録した旨を通知します（対象事業者へ登録番号が付与されます）。 

 

1.2.2. ⽤語の定義 

 本システムの登録業務におけるシステム上で使われる⽤語の定義を説明します。 

 

【⽤語の定義について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⽤語名 内容説明 

対象事業者 

（申請者） 

特定接種の対象となる業種に属する事業者で、登録を申請する事業者 

管理者 登録申請書の内容を確認する⾏政機関の担当部署（各業種を所管する府省庁及び都道府県等の地⽅

公共団体（各業種によって内容確認を担当する部署を決定）） 

承認ステータス 登録申請があった個々の登録申請書に関して、内容確認の⼿続き上の状態をいう。 

以下の５種類の状態がある。 

 －未確認 登録申請書が、管理者に到達した状態。 

 －確認済 管理者（最終確認をする厚⽣労働省を除く）が確認済の登録申請書を次の管理者に送信すること

で、内容の承認を実⾏した状態。 

 －最終承認 厚⽣労働省が承認し、事業者登録が完了した状態。 

 －疑義 管理者が登録申請をした事業者に対して疑義照会を送信すること。 

 －抹消 事業者の申請をすべて抹消した状態。厚⽣労働省スーパーユーザーのみ権限を有する。 
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1.2.3. 特定接種管理システム申請フロー 

 

【詳細説明】 

 ①対象事業者（申請者）は、特定接種管理システム（以後、システムとする）にて事業者情報及び事業所情報（事業の種

類情報、接種実施医療機関情報を含む。）を⼊⼒して申請します。 

 ②市区町村、都道府県、関係府省庁等（最初に内容を確認する管理者）はシステムから、事業者からの申請通知を受領し

ます。 

（形式：メール受信） 

   メール件名：【特定接種管理システム】登録申請完了 

   メール本⽂：特定接種の登録申請がありました。以下の URL から確認をしてください。 

  ［確認作業を終えて次の管理者へ進める場合］ 

   管理者①は、申請内容を確認し、承認ステータスを『確認済』にします。 

次に内容確認をする管理者②へ申請内容確認依頼が送信されます。 

 ③管理者②はシステムから、申請内容確認依頼を受領します（形式：メール受信。件名、本⽂は②に同じ）。 

  ［確認作業を終えて次の管理者へ進める場合］ 

   管理者②は、申請内容を確認し、承認ステータスを『確認済』にします。 

全管理者が確認後、厚⽣労働省へ申請内容確認依頼が送信されます。 

 ※申請内容を確認する関係府省庁等の管理者は、各業種によって 1〜3 段階設定されています。 

  本説明は、2 段階設定されている想定です。 

 ④厚⽣労働省はシステムから、申請内容確認依頼を受領します（形式：メール受信。件名、本⽂は②に同じ）。 

  ［承認する場合］ 

   厚⽣労働省は、申請内容を確認し、『最終承認』を実施します。 

 ⑤厚⽣労働省が最終承認すると、対象事業者（申請者）へ登録された旨の連絡がメールにて送信されます。 

対象事業者
(申請者）

管理者①
(市区町村、
都道府県等）

管理者②
(関係府省庁
等）

厚生労働省

①事業者情報及び
事業所情報を入
力・申請

②（確認済の場合）
確認済にする

③（確認済の場合）
確認済にする

【②’③’④’共通】
（疑義の場合）

登録内容に疑義が
ある旨メールで通知

【②’③’④’共通】
疑義の箇所を修正・回答
（あらためて疑義照会を行った管理者へ確認依頼が通知されます）

⑤登録情報承認のメール送信
をする

③（承認の場合）
最終承認を実施
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 ※疑義の場合 

  【②ʼ③ʼ④ʼ共通】 

『関係府省庁等・厚⽣労働省』のいずれの段階でも、申請書の内容に疑義がある場合は、 

『疑義』のステータスを経て、対象事業者（申請者）へメールにて疑義照会をします。 

対象事業者（申請者）は、システムを⽤いて疑義の箇所について回答・修正を⾏います。 

対象事業者（申請者）が疑義修正をすると、疑義照会した管理者に申請が戻り、メールで通知があります（１５ページ

参照）。 

 

※システム操作、データ修正に関するご質問は、ヘルプデスクまでご連絡ください。 

 電話番号：03-5510-3318（平⽇ 午前 9 時〜午後 5 時） 

 FAX   ：03-5510-3316 

 メールアドレス：tokuteisessyu@tokuteisessyu.jp 

 

※制度、運⽤に関するご質問は、厚⽣労働省担当課室までご連絡ください。 

 厚⽣労働省 健康局 結核感染症課 新型インフルエンザ対策推進室 

 メールアドレス：test-tokutei@mhlw.go.jp 

 

※メールアドレスを変更する場合は、厚⽣労働省担当課室までご連絡ください。 

 厚⽣労働省 健康局 結核感染症課 新型インフルエンザ対策推進室 

 メールアドレス：test-tokutei@mhlw.go.jp 

【件名】○○県○○市 管理者アドレス変更依頼 
【本⽂】 ① ○○県○○市 担当部局課室名 
     ② ログイン ID 
     ③ 設⽴区分、事業の種類、細⽬１，細⽬２ 
     ④ この件に関する問い合わせ先 電話番号、担当者名 
     ⑤ 変更前 メールアドレス 
     ⑥ 変更後 メールアドレス  
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2. 初期登録・ログイン 
本システムを利⽤するにあたり、初期登録並びにログインの流れを説明します。 

2.1. 特定接種管理システムのログイン⽅法 

通知されているリンク先にアクセスし、本システムの【ログイン画⾯】を表⽰します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ログインID]欄に厚⽣労働省担当課室から通知があった[ログインID]を⼊⼒します。 

初回ログインの場合は、[パスワード]欄に初回パスワードとして「firstpass」と⼊⼒し、『ログイン』ボタンをクリックす

ると登録メールアドレスに本パスワードが送付されるので、通知されたパスワードで再度ログインしなおしてください。 

パスワードはシステムが⾃動発⾏し、該当管理者のみに通知されます。パスワードを忘れた場合、厚⽣労働省やヘルプデス

クでは管理しておりませんので、１4ページ「2.3. 特定接種管理システム管理者のパスワードを再発⾏する。」に記載された

⽅法でパスワードを再発⾏してください。 

すでに本パスワードが通知されている場合は、そのパスワードを⼊⼒しでログイン『ログイン』ボタンをクリックすると、

本システムにログインすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail アドレスを⼊⼒ 

パスワードを⼊⼒ 

ログイン ID を⼊⼒ 

クリック 
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※ログイン ID が不明な場合は、厚生労働省担当課室までご連絡ください。 

 厚⽣労働省 健康局 結核感染症課 新型インフルエンザ対策推進室 

 メールアドレス：test-tokutei@mhlw.go.jp 

【件名】○○県○○市 管理者 ID 再送依頼 

【本⽂】① ○○県○○市 担当部局課室名 

    ② 事業の種類 

    ③ 細⽬１、２ 

    ④ 登録されているメールアドレス 

    ⑤ この件に関する問い合わせ先 電話番号、担当者名 

 

 

ログイン後に表⽰される【システムメニュー画⾯】です。  

 

各種業務画⾯の起動を⾏います。 

 

 

ボタンをクリックすると、 
機能を呼び出すことができます。 
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⼊⼒に誤りがある場合、[ログイン]ボタンをクリックすると、エラーメッセージが表⽰されます。  

 

対処⽅法については、以下を参照してください。 

メッセージ 対処⽅法 

ログイン ID あるいはパスワードが有効では
ありません。 

・ログイン ID またはパスワードに誤りがあります。 

・ログイン ID 及びパスワードを確認後、再度⼊⼒し[ログイン] ボタンを 

クリックしてください。 
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特定接種管理システムへログインすると、画⾯上部に[ユーザＩＤ]と[権限情報]が表⽰されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 特定接種管理システム管理者のパスワードを変更する。 

①	 登録済みのパスワードを変更したい⽅は、【ログイン画⾯】にて［パスワード変更］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 
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②	 【パスワード変更画⾯】が表⽰されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ [ログイン ID]、[パスワード]、[新しいパスワード]、[新しいパスワード（確認）]を⼊⼒します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼊⼒項⽬ 必須⼊⼒ ⼊⼒内容 

ログイン ID ○ 登録済みのログイン ID を⼊⼒してください。 

パスワード ○ 登録済みのパスワードを⼊⼒してください。 

新しいパスワード ○ 
８⽂字以上の半⾓英字と半⾓数字を組み合わせて⼊⼒してください。 

⼤⽂字と⼩⽂字は区別されません。 

新しいパスワード（確認） ○ 新パスワードと同じ内容を⼊⼒してください 

 

ログイン ID を⼊⼒ 

パスワードを⼊⼒ 

新しいパスワードを⼊⼒ 

新しいパスワード（確認） 
を⼊⼒ 
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④ すべての⼊⼒が完了したら、『変更』ボタンをクリックします。 

『変更』ボタンをクリックすると、パスワードが⼊⼒した新しいパスワードに変更され、 

「パスワードの変更」メールが送信されます。 

⼊⼒に誤りがある場合、エラーメッセージが表⽰されるので、修正後に再度『変更』ボタンを 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※『取消』ボタンをクリックすると、⼊⼒内容がクリアになります。 

            （パスワードは変更されません） 

 

 【⼊⼒内容に不備がある場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 
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2.3. 特定接種管理システム管理者のパスワードを再発⾏する。 

ログインに必要なパスワードを忘れた場合は、下記の⼿順に従ってパスワードの再発⾏を⾏います。 

 

①	 【ログイン画⾯】にて[パスワードを忘れた]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②	 【パスワードを忘れた画⾯】が表⽰されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 登録済みのメールアドレスを⼊⼒します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 
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④ メールアドレスを⼊⼒したら『送信』ボタンをクリックします。 

『送信』ボタンをクリックすると、⼊⼒したメールアドレスに新しいパスワードが送信されます。 

⼊⼒に誤りがある場合、エラーメッセージが表⽰されるので、修正後に再度『送信』ボタンをクリックしてください。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【⼊⼒内容に不備がある場合】 

 

⼊⼒項⽬ 必須⼊⼒ 
最⼤⼊⼒ 

⽂字数 
⼊⼒内容 

メールアドレス ○ 50 登録済の E-mail アドレスを⼊⼒します。 

クリック 
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3. 登録確認 
対象事業者（申請者）より申請があった際の、登録確認の流れについて説明します。 

 

【承認ステータス移⾏のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

【疑義ステータス移⾏のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疑義回答後は、疑義照会を⾏った管理者へ疑義の回答があった旨通知されます。回答後の承認ステータスは「未確認」に戻

り、通知メールが配信されます。 

（形式：メール受信） 

   メール件名：【特定接種管理システム】疑義修正申請受付 

   メール本⽂：特定接種の「事業の種類/事業の種類の細⽬１/事業の種類の細⽬１/都道府県/市区町村」から疑義修

正申請がありました。以下の URL から確認をしてください。 

 

  

未確認 

対象事業者

（申請者） 
市区町村 都道府県 

申請 

担当省庁 厚⽣労働省 

申請 

未確認 

未確認 確認済 確認済 

疑義 

確認済 

最終承認 

確認済 

本登録 

対象事業者

（申請者） 

確認済 

市区町村 都道府県 担当省庁 

確認済 

厚⽣労働省 

疑義 疑義 疑義 

疑義回答 

疑義照会 

未確認 
未確認 

未確認 
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3.1. 登録別事業者抽出をする。 

【登録事業者別抽出画⾯】より、対象事業者（申請者）を検索し登録確認作業を⾏うことができます。 

 

⑴【ログイン画⾯】よりログインすると、【メニュー画⾯】が表⽰されます。 

[業務機能]より[登録事業者別抽出/登録確認]ボタンをクリックします。 

 

 

⑵【登録事業者別抽出画⾯】が表⽰されます。 

 

 

  

クリック 
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⑶画⾯の検索欄に、検索したい申請情報の内容を⼊⼒し、[検索]ボタンをクリックします。 
 複数の検索条件を指定した場合、すべての条件を含む届出情報が表⽰されます。(AND 検索)。 

⼊⼒項⽬ ⼊⼒内容 

承認ステータス 
登録申請内容の状況を、「未確認」「確認済」「最終承認」「疑義」「抹消」から選
択してください。複数選択した場合はいずれかに合致するものが検索されます(OR 検
索)。 

確認権限 検索したい確認権限を選択肢の中から選択してください。 

フリー検索 検索したい申請情報に該当するワードを⼊⼒します。 

申請年⽉⽇ 

開始⽇ カレンダーから検索開始年⽉⽇を選択して
ください。 ※[申請年付⽇]は開始⽇また

は終了⽇のいずれか⼀⽅のみ
の指定でも検索できます。 

（左） 
終了⽇ カレンダーから検索終了年⽉⽇を選択して

ください。 （右） 
  
 
  
 
 
  
  
  
  
  

設⽴区分 検索したい申請者の設⽴区分を選択肢の中から選択してください。 
これを選択すると対応する事業の種類が選択可能になります。 

都道府県 検索したい申請者の都道府県を選択肢の中から選択してください。 
これを選択すると対応する市区町村が選択可能になります。 

市区町村 検索したい申請者の市区町村を選択肢の中から選択してください。 

事業の種類 検索したい申請者の事業の種類都を選択肢の中から選択してください。 
これを選択すると対応する事業の種類の細⽬１が選択可能になります。 

事業の種類の細⽬ 1 検索したい申請者の事業の種類の細⽬１を選択肢の中から選択してください。 
これを選択すると対応する事業の種類の細⽬２が選択可能になります。 

事業の種類の細⽬ 2 検索したい申請者の事業の細⽬２を選択肢の中から選択してください。 

申請 No 検索したい申請 No を⼊⼒します。 

レコード No 検索したいレコード No を⼊⼒します。 
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クリック 

⑷検索条件を⼊⼒し、[検索]ボタンをクリックすると、検索結果⼀覧画⾯に遷移します。 
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検索結果では１ページに５０⾏ずつ表⽰され、以下の操作で表⽰外のデータを表⽰できます。 

検索結果の並び順は[申請 No]-[レコード No]順になります。 

 

① 垂直スクロールバー スライドすると項⽬⾏を固定して縦にスクロールします。 

② ⽔平スクロールバー スライドすると左の「事業者名」列を固定して横にスクロールし

ます。 

③ ページ表⽰欄 ページ数を⼊⼒してエンターキーを押すとそのページに移動します。 

④ ページ移動ボタン   で前のページ、  で次のページへ移動します。 

 

 

 

⑸[ダウンロード]ボタンをクリックすると、検索されたデータを CSV ファイルにダウンロードできます。 

 

 

⑹[戻る]ボタンをクリックすると、検索条件画⾯に戻ります。なお、ブラウザーの[戻る]ボタンは使⽤しないでください。 

  

クリック 

① 

② 
③ ④ 

クリック 
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⑺検索結果⼀覧で、疑義がかかった項⽬はセルの背景⾊が緑⾊になっています。 

 この背景⾊は疑義修正後もずっと残ります。 

 

 

承認ステータスのセルをクリックすると、「疑義コメントの履歴」ダイアログ(下図)が現れ、過去の疑義コメントと事業者か

らの回答コメントが全て時系列で表⽰されます。 

表⽰内容は、左上から順に[⽇付]-[疑義項⽬名]-[コメントした管理者名または事業者名]-[コメント本⽂]です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリック 



特定接種管理システム管理者⽤操作マニュアル 

 

 22     

 

3.2. 登録確認（個別確認）をする。 

【登録事業者別抽出】の検索結果より、登録確認作業を⾏うことができます。 

登録確認作業とは事業者からの申請の承認ステータスを「確認済」「最終承認」「疑義」「抹消」の各ステータスに変更するこ

とです。 

「最終承認」「抹消」ステータスへの変更は厚⽣労働省スーパーユーザーのみが権限を有します。 

「確認済」ステータスへの変更は個別確認と⼀括確認があり、ここでは個別確認の⽅法を説明いたします。 

 

⑴【登録事業者別抽出】の検索画⾯から確認済にしたいデータの条件を指定して検索します。 

 

⑵検索結果から確認済にしたいデータ⾏の左端のチェックボックスをチェックし、「登録確認」ボタンをクリックします。 

 

クリック 
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チェックボックスは⼀個しか選択できません。チェックがない場合や、複数チェックの場合はエラーメッセージが表⽰

され、先に進みません。 
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⑶チェックが⼀個の場合は詳細画⾯に遷移し、申請内容が表⽰されます。 

 

画⾯の⼀番下までスクロールすると「確認」「⼀覧に戻る」ボタンがあります。 

  

全従業員数 286 ⼈ 
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確認権限がない場合は、「⼀覧に戻る」ボタンのみ表⽰され「確認」ボタンは表⽰されません。 

 

 

 

⑷[⼀覧に戻る]ボタンをクリックすると、検索⼀覧画⾯に戻ります。なお、ブラウザーの[戻る]ボタンは使⽤しないでくださ

い。 

 

 

 

⑸[確認]ボタンをクリックすると、「確認」ダイアログが表⽰されます。 

 

 

  

クリック 

クリック 
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⑹ [実⾏]ボタンをクリックすると、承認ステータスが確認済に変更され、確認権限が上位管理者になります 

 

⑺処理が終わると⼀覧画⾯に遷移します。 

 承認ステータスが確認済に変更され、確認権限が上位管理者になっています。 

 

  

クリック 
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3.3. 登録確認（⼀括確認）をする。 

検索結果の表⽰まではすべての登録確認作業で共通なので、他のステータスについては検索結果が表⽰された後の操作を記

載します。 

 

⑴検索結果から⼀括確認したい⾏のチェックボックスをすべてチェックし、「⼀括確認」ボタンをクリックします。 

 

権限がない⾏がチェックに含まれている場合はエラーメッセージが表⽰され、先に進みません。 

 

クリック 
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チェックがない場合もエラーメッセージが表⽰され、先に進みません。 

 

 

 

項⽬⾏左端（「事業者名」の左）チェックボックスをクリックするとすべての⾏が選択されます（下図）。 

 ※チェックボックスの選択範囲は表⽰ページに限られ（最⼤５０件）、表⽰ページ以外はチェックの有無に関わらず⼀括確

認の処理対象にはなりません。 
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再度クリックするとすべての⾏が選択解除されます。 

 

⑵権限のある⾏のみ選択されていて[⼀括確認]ボタン（下図の上）をクリックすると「確認」ダイアログ（下図の下）が表⽰

されます。 

 [実⾏]ボタンをクリックすると、チェックしたすべての⾏の承認ステータスが確認済に変更され、確認権限が上位管理者に

なります。 

 

  

クリック 

クリック 
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⑶処理が終わると⼀覧画⾯に遷移します。 

 承認ステータスが確認済に変更され、確認権限が上位管理者になっています。 
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3.4. 登録確認（疑義）をする。 

ここでは【登録事業者別抽出】の検索結果より、疑義照会する⽅法を説明します。 

「確認済」にするか「疑義」にするかは、申請を選択した時点ではまだ決まっておらず、申請内容の詳細を⾒てから決めるこ

とになります。 

従って、【登録事業者別抽出】で検索し、検索結果から対象申請を選択し、詳細画⾯を表⽰するまでは、「登録確認（個別確

認）」と同じ⼿順になります。ここでは、詳細画⾯を表⽰した後から説明します。 

疑義をかけられるのは、現在のステータスが「未確認」「確認済」「疑義」の場合です。いずれも疑義コメントの追加はできま

すが削除はできません。 

※旧システムでは、疑義ステータスの申請に疑義コメントの追加はできませんでしたが、新システムでは疑義ステータスで

も、再度疑義をかけることが可能です。再度の疑義は、既に疑義をかけた項⽬もその他の項⽬もすべてかけることが出来ま

す。また、再度疑義をかけると、通知メールも再度配信されます。 

（形式：メール受信） 

   メール件名：【特定接種管理システム】登録内容の疑義照会 

   メール本⽂：特定接種の登録申請について疑義がありました。以下の URL から確認をしてください。 

 

⑴詳細画⾯に遷移すると申請内容が表⽰されます。 
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画⾯の⼀番下までスクロールすると「確認」「⼀覧に戻る」ボタンがあります。 

 

確認権限がある場合は下段に「確認」ボタン、疑義列に⼊⼒可能なテキストボックスが表⽰されます。 

確認権限がない場合はいずれも表⽰されず、下段に「⼀覧に戻る」ボタンのみ表⽰されます。 

 

⑵疑義照会したい項⽬のテキストボックスに疑義コメントを⼊⼒します。 
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⼊⼒欄が狭い場合は右下の  をドラッグすると⼤きさを変えられます。 

 

⑶疑義コメントが⼀つでも⼊⼒されると、[確認]ボタンが[疑義照会]ボタンに変わります。 

 [疑義照会]ボタンをクリックすると、疑義コメントの確認画⾯に遷移します。 

 

 

⑷疑義コメントの確認画⾯では⼊⼒した疑義コメントが⾚字で表⽰され、[疑義照会]ボタンが[確定]ボタンに変わります。[確

定]ボタンをクリックすると、承認ステータスが疑義に変更されます。確認権限は変化しません。 

 

 

 

 

  

クリック 

クリック 
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⑸[詳細に戻る]ボタンをクリックすると、詳細画⾯に戻り疑義コメントの修正、追加ができます。なお、ブラウザーの[戻る]

ボタンは使⽤しないでください。 

 

 

⑹処理が終わると⼀覧画⾯に遷移します。 

 承認ステータスが疑義に変更され、確認権限には変更ありません。 

 

※疑義修正ができない項目は、ヘルプデスクに修正依頼メールをお送りください。 

・疑義修正ができない項目について 

 設立区分、事業の種類、事業の種類の細目１、事業の種類の細目２ 

・修正依頼メールについて 

 メールアドレス：tokuteisessyu@tokuteisessyu.jp    

 件名：代行修正依頼   

 本文：申請受付番号（申請 No.）、事業者名、他申請情報の特定に必要な情報、修正内容  

  

クリック 



特定接種管理システム管理者⽤操作マニュアル 

 

 35     

 

3.5. 登録確認（抹消）をする。 

抹消については厚⽣労働省スーパーユーザーのみが権限を有します。ここでは厚⽣労働省権限でログインしたときの操作を記

載しております。 
 
⑴【登録事業者別抽出】の検索画⾯から抹消したいデータの条件を指定して検索します。 

検索結果から抹消したいデータ⾏の左端のチェックボックスをチェックし、「登録確認」ボタンをクリックします。 

  
 

 

 

チェックボックスは⼀個しか選択できません。チェックがない場合や、複数チェックの場合はエラーメッセージが表⽰

され、先に進みません。 

  

クリック 
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⑵チェックが⼀個の場合は詳細画⾯に遷移し、申請内容が表⽰されます 

 画⾯の⼀番下までスクロールすると「抹消」「⼀覧に戻る」ボタンがあります。 

 

⑶[抹消]ボタンをクリックすると、「確認」ダイアログが表⽰されます。 

 

クリック 
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⑷[実⾏]ボタンをクリックすると、承認ステータスが抹消に変更されます。 

 

⑸処理が終わると⼀覧画⾯に遷移します。 

 承認ステータスが抹消に変更されています。 

 

 

クリック 


